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基監発 1017第 1号

平成 23年 10月 17日

厚生労働省労働基準局監督課長

(契印省略)

平成 23年度「労働時間適正化キャンベ」ン」における重点監督の実施

について

「労働時間適正化キャンベ}ンJ. (以下「キャンペ}ン」という。)の実施につ

いては、平成 23年 9月 28日付け基発 0928第1号「平成 23年度労働時間適正化キ

ャンベ}ンの実施について」により指示されていると之ろであるが、「平成 23年度

労働時間適正化キャンペ}ン実施要領」に基づき、キャンベーン期間 (11月)中に

長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止及び賃金不払残業の解消に係る

重点監督を実施することとするので、下記事項に留意の上、遺憾なきを期されたい。

言己

1 各暑においてキャンベーン期間中に計画している定期監督

を実施する場合は、長時間労働

の抑制、過重労働による健康障害の防止及び賃金不払残業の解消を重点事項とし

て、その実態を確認し、関係遇遣に基づき確実な指導を行うこと。

この場合、平成 23年2月 16日付け基発 0216第 6号「監督指導業務の運営に当

たって留意すべき事項についてJの記の 3の(1)アに基づく監督指導の対象となる

事案については、本期間中に優先的に監督指導を実施するよう配意すること。

また、平成 11年4月 16日付け基発第 250号「一般労働条件の確保・改善に係

る監督指導の実施要領についてJの記の 3の(2)ロに基づく措置についても漏れ

なく11'うこと。

2 本監替指導を実施した全数について、別紙の監督付表を作成すること。

3 本監督指導の結果についだは、平成 23年 12月 15日， (木)までに、全数につい

て労働基準行政情報システムに確実に入力するとともに、入力する際には、監督



復命書画面の「監督結果情報lJのタブ画面の「特別監督対象lJから「一斉(調

査的) 1 Jを確実に選択すること。

4 局においては、署において作成した監督付表の写を取りまとめ、平成 23年 12

月 22日(木)までに本省監督課あて送付すること。

¥ 



別紙

長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止及び賃金不払残業の解消に係る監督付表

l局( )署

1 事業場の属性(選択する項目(※)については、該当するものにJ印を付すること。)

事業場名

業 種 大分類 中分類 小分類
業

(報告例規)

労働者数※ 口 1~9人 口 10~29人 口 30~49人 口 50~99人 ロ 100~299人 口 300人以上

企業全体の労働者数謎 口 1~9人 口 10~29人 口 30~49人 ロ 50~99人 口 100~299人 ロ 300人以上

労働組合の有無策 ロ過半数組合あり 口過半数組合なし 口労働組合なし

2 労働時間管理の方法(該当するものにJ印を付すること。部署等によって違う場合は、複数回答可。( )内は、 J印
付した①~⑥の労働時間管理における労働基準法第37条違反(賃金不払残業に限る。)の有無を記入すること。)
口①自己申告制 (口有 口無)
口②使用者が自ら現認することにより確認し、記録 (口有 口無)
口③タイムカードを基礎に確認し、記録 、 [口有 口無)
口 @ ICカーに IDカー Fを基礎に確認し、記録 (口有 口無)
口⑤パジコン入力を基礎に確認し、記録 (口有 口無)
口⑥その他( )口有 口無)

3 労働時間適正把握基準に係る状況(該当するものにJ印を付すること。以下同じ。)
(l)労働時間適正把握基準に係る指導票交付の有無
口有 白無

(2) r有』の場合の指導事項(複数回答可)
口① 基準2の(l)関係(始業・終業時刻の確認及び記録)
口② 基準2の (3)ア関係(適正な自己申告についての十分な説明)
口③ 基準2の (3)イ関係(実態調査の実施)
口④ 基準2の (3) ウ関係(適正申告の阻害要因の排除)
口③ 基準2の (5)関係(労働時間を管理する者の職務)
ロ⑥ 基準2の (6) 関係(労働時間等設定改善委員会等の活用)

4 時間外労働協定に係る状況(該当するものにJ印を付すること。以下同じ。)
(1)時間外労働協定締結の有無 (特別条項の有無)
口有口無 口有 口無

(2)特別条項の運用等について指導した場合の指導事項(複数回答可)
ロ① 特別条項付き協定に定める特別の事情により行われたものでないこと

口② 特別延長時間を超えていること
口③ 特別延長時間まで労働時間を延長できる回数回数)を超えていること
ロ④ 特別延長時間まで労働時間を延長できる手続が適正に行われていないこと
ロ⑤ 限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めていないこと
口⑥ 時間外労働協定の締結当事者が労働者の過半数を代表する者である場合において、当該代表者の選出方法が

労働基準法施行規則第6条の2第l項に規定する要件に適合していないこと
(3)平成11年4月16日付け基発第250号「一般労働条件の確保・改善に係る監督指導の実施要領についてj の記の3の

(2)のロの(ロ)のbに基づ4指導の有無

ロ有 口無

5 時間外・休日労働の実績(過去6か月の実績が最も多い労働者について該当するものにJ印を付すること。)

ロ① 1月当たり45時間以下
口② 1月当たり45時間超え80時間以下
口③ 1月当たり80時間超え100時間以下
口④ 1月当たり1日日時間超え

6 平成18年3月17日付け基監発第0317002号・基安労発第0317001号・基勤企発第0317001号「過重労働による健康障害
防止のための総合対策の具体的な実施に当たって留意すべき事項についてJに基づく指導状況(複数回答可)
口① 記の4の(2)のイの (7)関係 (80時間超え100時間以下である申出者に対する面接指導等未実施)
ロ② 記の4の(2)のイめ(イ)a関係(100時間超え文は2ないし6月平均80時間超えの対象者に対する面接指導等未実施)
口③ 記の4の(2)のイの(イ)b関係(100時間超え又は2ないし6月平均即時間超えの労働者を面接指導等非対象)
ロ④ 記の4の(2)のイの(り関係 (45時間超えかっ健康に配慮が必要な者に対する面接指導等未実施)
口⑤記の4の(2)のウ関係(衛生委員会等における調査審議未実施)
ロ⑥ 記の4の(2)のエ関係(面接指導等実施に係る方法・体制の整備等)

7 地域産業保健センター利用の教示(労働者数が50人未満の事業場に限る。)

口有 口無


